
 

 

 令和４年５月２５日 

 

亀岡市議会議長 福井 英昭 様 

 

産業建設常任委員長 赤坂 マリア 

 

 

委員会調査報告書 

 

 当委員会で調査した事件の調査結果について、亀岡市議会会議規則第１１０条の

規定により下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１ 派遣期間  令和４年５月１１日（水）～１３日（金） 

 

２ 派遣場所  北海道旭川市、北海道下川町 

 

３ 調査項目  ○新規就農者への支援及び農産加工品の取組について（旭川市） 

〇鳥獣被害対策について（旭川市） 

〇木質バイオマスの取組について（下川町） 

 

４ 派遣委員  赤坂マリア、小川克己、田中 豊、奥野正三、 

        藤本 弘、木曽利廣、菱田光紀 

 

５ 概  要  別紙のとおり 
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視  察  概  要 
 

◎北海道旭川市 

令和４年５月１１日（水）１５：００～１７：００ 

＜視察項目＞ 

・新規就農者への支援及び農産加工品の取組について 

・鳥獣被害対策について 

＜旭川市の概要＞ 

・人口：３２６,０５７人    ・面積：７４７.６６Ｋ㎡ 

・市政施行：大正１１年８月  ・議員数：３４人 

 

   
  旭川市議会事務局長 あいさつ        赤坂委員長 あいさつ 

 

    
各担当者 説明            小川副委員長 あいさつ 

 

  
     議場見学 
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◎北海道下川町視察 
 

令和４年５月１２日（木）１４：００～１６：００ 

＜視察項目＞ 

・木質バイオマスの取組について 

＜下川町の概要＞ 

・人口：３,０４６人      ・面積：６４４.２０Ｋ㎡ 

・町政施行：昭和２４年１２月  ・議員数：８人 
 

  
      下川町長 あいさつ           赤坂委員長 あいさつ 
 

   
       担当者 説明            原料保管施設 現地視察 
 

   
    原料保管施設 現地視察          原料保管施設 現地視察 
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原料保管施設 現地視察       役場周辺地域熱供給システム施設 現地視察 

 

   
役場周辺地域熱供給システム施設 現地視察    一の橋住民センター 現地視察 

 

  
一の橋地区地域熱供給システム施設 現地視察 一の橋地区地域熱供給システム施設 現地視察 
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① 北海道旭川市（人口３２６千人、面積７４７．６６K㎡） 

視察項目① 新規就農者への支援及び農産加工品の取組について 

視察の目的 

 

全国的に農業従事者の高齢化が進み、農業の後継者不足が深刻となってい

るため、新規就農者の確保が喫緊の課題となっている。 

本市においても、農業の担い手確保・育成を図るため、新規就農者を支援

する事業を積極的に実施しているが、就農者の定着や販路の確保、農産加工

品の開発など様々な課題が山積している。 

旭川市においては、豊かな水資源と肥沃な土地、気象条件に恵まれ、稲作

を中心に畑作、野菜、果樹、畜産等幅広く農産物を生産し、北海道の農業を

支える重要な役割を果たしている。北海道独自の表示制度であり、厳しい基

準をクリアした質の高い農産物や加工品にのみに付けることが許されてい

る北海道安心ラベル「YES!clean」の認証取得品目数が北海道１位となって

いる。これら様々な取組を学び、参考とするために視察調査を実施する。 

施策等の概要 旭川市の農業施策 

１ 担い手の育成・確保・経営強化支援事業 

２ 産地づくり・クリーン農業の推進 

３ 都市と農村の交流 

４ 農業センター 

５ 農産物の販路開拓 

６ 農業の６次産業化の支援 

７ 就農に関する各種支援制度 

考 察 

 

 

〇新規就農希望者が就農に至るまでの取組は、相談窓口から始まり、最初に

「農業は厳しいものであり相当の覚悟が必要である」と説明した上で、審

査し、ふるいにかけている。また、「目指す農業とは何か」「どのような

人生を送るのか」等、話合いを重ねている。さらに農業を始めるに当たっ

ては、施設園芸でも最低、自己資金として５００万は必要になってくると

説明する（米農家では、１，０００～２，０００万円。第三者継承やバッ

クアップがある場合必要）。２年間の研修もあり、志・覚悟の準備ができ

ているのかを慎重に判断しておられるため、旭川市では北海道外から毎年

約１～２名が新規就農として開始している。次に、新規就農者の受入れか

ら経営発展までの支援については、旭川市農業センターで、農業研修生と

して２年間（農業経験者や農業法人等で仕事をしていた場合は１年間）行

い、本格的な作業に入る前に農業センターにおいて、座学の研修（農業用

語・経営の基礎知識等）や、実践として地域の各協力農家へ研修に入る。

その際、研修期間中の生活費等は、新規就農者育成総合対策（就農準備資

金）により、１年間で最大１５０万円を２年間、国から支給される（夫婦
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の場合最大３００万円）。また、協力農家に対しても支援として１日３，

０００円支給される。研修期間に入る前に、旭川市主催のマッチング会議

と言うものがあり、農業研修が受けられる指導農家や農業計画・研修内容

や研修期間を地域の農業者を集めて地域の受入れ等を含めた会議を行う。

特に重要である農業指導者研修会では、研修を受け入れている農家に対し

て、研修生に対する教え方や接し方を丁寧に教える指導者向け研修会を定

期的に実施しており、地域と新規就農者の交流がうまくいかなければ、農

業に定着しにくいため、マッチング会議でしっかりとした地域の合意を図

っている。研修を終えると、あらゆる支援を活用しており、旭川市では支

援が充実している。農地等賃借料助成補助金では新規就農者のために、農

業機械や農地の賃借料３０％以内を補助し、新規就農者営農開始支援補助

金では、農機具購入対象経費として３０％補助する（累計３００万円）。

以前はＪＡ旭川から新規就農者が資金を借りた場合、ＪＡに対して旭川市

が利子を補助していたこともあった。また、農業研修施設整備推進事業補

助金というものがあり、研修期間中の支援で、２年間の研修中１年の間に

農地が決まった場合、研修用のハウスが建てられる支援補助（テスト栽培）

がある。農業研修生住宅費助成事業補助金では、５０％（最大家賃を月額

２万５，０００円）支援している。さらに就農が進めば、新規就農者の飛

躍を後押しする補助金として、基本的には新規就農開始から５年間の補助

があるが、５年過ぎた後の６～１０年目まで、経営が順調で意欲がある人

に対して補助があり、新しい国の制度も含め新規就農者に対しての補助は

充実している（補助が最大で５００万円の場合、４分の１が旭川市・北海

道で各１２５万円、２分の１が国２５０万円）。本来は１２５万円を自己

負担しなければいけないが、旭川市が一般財源で１２５万円を負担する。

旭川市の新規就農者で、特に若者に対してのコミュニケーション活動とし

て、新規就農者支援「新参者（しんざもの）」と言う団体を作り、道内で

行われている、「食べマルシェ」や新規就農者相談・地域交流会の活動も

盛んに行われている。北海道の方は、本州の方と比べると農地に対する思

い入れが低く、北海道が開拓されてから約３世代レベルの歴史しかないた

め、土地の所有者は売却したいという気持ちがあるが、新規就農者自身は

土地を借用するだけで十分であると思っている。土地等のトラブルはほと

んどなく、スムーズに取引が行われている。新規・中堅農業者のために、

旭川市職員は小まめにＪＡや周りの農家へ訪問し、コミュニケーションを

とり、情報収集している。旭川市の農業は、水稲が収穫量道内１位、畑作

は、小麦・てん菜・ばれいしょ・そば・豆類（最近は黒大豆が盛ん）、野

菜は、都市近郊型農業、畜産では明治頃から養豚が始められ、豚骨（旭川

ラーメンの豚骨スープに使用）、果実は、山間部でリンゴ・おうとう・な

し等、また、切り花を中心とした花き生産も行われている。野菜の生産の
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特徴としては、少量多品種生産や都市近郊型農業、クリーンな野菜作りに

取り組んでいる（オーガニック生産）。化学肥料の制限や化学合成農薬散

布の制限・健康な土作りに取り組んでいるため、北海道独自の表示制度、

「YES！clean」北海道安心ラベルを１７品目で取得しており、道内で登録

数も一番多い。旭川市は４つのＪＡのうち、３つのＪＡ（青果連）で、連

合会をつくり、それぞれ部会も設けている。例えば、小松菜の部会をつく

りセンターと連携し協議・研究している場所がある。このように検査等が

できる施設があるので、クリーンな野菜作りにもつながっている。まだま

だ有機農業については取り組んでいる農家が少ないため、旭川市として取

り組むための支援はしており、現在７農家が取り組んでいる。農産加工品

については旭川農産加工品協議会を作り、２０名の会員（農産物を加工・

販売している農業者・生産者グループ等）で、イベントや道の駅、ふるさ

と納税の返礼品等で活用している。 

 

〇農業の担い手育成については、特に新規就農希望者の募集を大都市まで出

向き相談会を開催するなど積極的に発信され、大阪からの新規就農者もあ

った。新規就農希望者に対して、「目指している農業は何か」「自己資金

の確認や資金をどのように調達するのか」「どこでどのような暮らしをし

たいのか」など、就農相談を行い、農作業体験から、最終営農開始までを

旭川市が中心となり、研修指導農家、４つの地域農協、普及センター、農

業委員会、北海道、北海道農業公社が連携し行っていた。特に旭川市主催

の就農希望者や関係者等の意思確認や意見調整を行うマッチング会議は、

新規就農者が営農開始準備に至るまでの意思確認や途中で離農しない重

要ポイントであり、参考にすべき点であると考える。また、「食べマルシ

ェ」の開催などで都市と農村との交流がはかられ、新規就農者の「新参者」

が、交流の場を持ち相談体制が組まれ、定着につながっていた。旭川市の

野菜生産の特徴としては、都市近郊型農業、少量多品種生産、クリーンな

野菜づくり（適正な肥料の施肥・科学肥料の低減・病虫害の予察による化

学合成農薬散布の低減）が特徴とされていた。旭川市としては有機農業に

は取り組んでいないが、北海道独自の表示制度（YES！clean）を１７品目、

１９集団で取得し、全道一の登録数を獲得されていた。YES！clean農産物

を原材料とした加工食品への表示も可能となっていた。農産物の６次産業

化支援は加工・販売施設整備支援事業や、販路開拓・拡大支援事業が行わ

れ、旭川食品産業支援センターへの紹介等農産加工への支援が行われてい

た。 

 

〇旭川市の総農家数は、平成２年の３,７５１戸から平成２７年の１,４３１

戸へと２,０２０戸減少し、専業農家も平成２年の１,０２２戸から平成２
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７年の６７５戸へと３４７戸減少している。「食料基地・北海道」の農業

を支える重要な役割を果たしているが、農業者の減少や高齢化、農業経営

多数の減少など厳しい状況を抱えている。新規就農確保・育成対策事業と

して、「地域を牽引する競争力の高い経営体を育成する」ために、９つの

事業が実施されているが、農業研修受入事業指導謝礼、農地等賃借料助成

補助金、農業研修施設整備推進事業補助金等は、本市でも導入してはどう

かと思う。 

 

〇持続可能で生産性・効率性の高い地域農業を確立していくため、農業の構

造改革が不可欠であることから、国の対策を活用し担い手の育成に独自の

施策を行いながら認定農業者に農地の集積を進められている。しかしいま

だ生産性・効率性に課題が残されており、中核的な担い手においても後続

者の確保が厳しい状況である。旭川市は行政と地域が一体となって新規就

農者の受入れから経営発展まで一貫して支援されている。 

 

〇担い手の高齢化・減少により生産性・効率性の高い地域農業を確立するた

め、散在している小区画の農地を集積し、認定農業者に規模拡大が進みや

すい稲作中心の構造改革を進めている。担い手の育成については、資質向

上のための技術研修を実施し、年間２～４人の新規就農者が生まれてい

る。年代的には３０代半ばから４０代前半が多く、農地の購入や農機具の

購入に５００万円以上かかるため、面接して支援の相談にものっている。 

 

〇旭川市の農業の現状も亀岡市が抱える課題と同じく、農業従事者の減少と

高齢化が進んでおり、農家戸数は、１０年で３５％減少、６５歳以上の農

業者は５１％となっている。農産物の生産額の伸び悩みと消費低迷を克服

するための取組を進めている。新規就農者への支援は、全国的に担い手の

減少が続く中、農業を力強く発展させるため、農業体験ツアーの開催や就

農相談会へ参加することにより、就農希望者を毎年１～２人確保するとと

もに、地域と行政が一体となり、地域農業をけん引する競争力の高い経営

体を育成する施策を実施推進している。また地域と行政が連携した若手経

営者や後継者等育成体制を維持するため、指導者向け研修を実施し、後継

者や就農者の４人が令和４年から就農している。農業技術の発展や若手経

営者等の生産現場においての施策を実施し、これまでの取組の結果３３人

が不足する農業労働者として確保されている。農産加工品の取組について

は、農業者への支援事業として、６次産業化事業の加工があり、令和４年

度は２７０万円の予算である。平成２４年度から、継続事業・販路開拓事

業・拡大支援事業があり、令和４年度は１００万円の予算で支援（他事業

者と連携し、商品開発等を補助）している。農産物等は、インターネット
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販売開設等支援事業や各種情報提供を行い、旭川食品産業支援センターへ

の紹介や国支援事業の情報提供を行っている。産地ＰＲ支援では、旭川市

のホームページでの直売所マップの公開やその他農産物ＰＲ支援事業を

実施して、生産者の支援を進めている。また、ふるさと納税の返礼品への

提供も進めている。 

 

〇旭川市の販売農家数を見ると平成２年３，４５５戸であり、平成２７年１，

１３３戸と比較すると２５年間で、販売農家数が約３分の１に大きく減少

している。その中でも経営耕地面積で見ると１０ｈａ以下の販売農家数が

減少しているのに対し、それ以上の農家数は増加しており経営の大規模化

が進んでいる。また、認定農業者数は、平成２７年は８５２経営体で販売

農家の４分の３を占めている。このことから、販売農家数は減少している

ものの、大規模化やしっかりした農業経営基盤の下での農業経営状況がう

かがえる。平成２８年度から始まった新規就農支援・育成対策事業につい

ては、担い手が減少する中、新規就農者の受入れから経営発展までを一貫

支援されている。特に、新規就農した５年間は、累計３００万円を限度に

営農開始に必要な農機具等の購入に対して、３０％を限度に補助を行った

り、６～１０年目には、５年間２００万円を限度に経営発展のための補助

が準備されている。本市と比べると上記の部分において、新規就農者に対

する支援が充実していると感じる。本市において実施するに当たっては、

財源の確保が難しいと思われる。 

 

委員の意見等 〇新規就農者の支援には、旭川市のマッチング会議のような仕組みと担い手

専任マネージャーの充実が求められると感じた。 

 

〇本市においてもほ場整備事業等による農業基盤の整備を進めているが、農

業従事者の高齢化と人口減少による後続者不足が進んでいる。本市も国・

府の補助金を最大限活用し、生産現場において不足する労働力の確保と財

政支援に努め、持続可能な農業の推進を図る必要があると考える。 

 

〇新規就農する場合は、施設園芸で５００万円、米作で１,０００～２,００

０万円の自己資金が必要とのことであり、なかなかハードルが高いと感じ

るが、就農する人の覚悟を確認するためかと思う。旭川市域を含め管内と

する農協と一体的に取り組んでいることも大きな力を発揮していると思

う。 

 

〇亀岡市においても、農業者の高齢化と減少が進んでいるが、課題は同じよ

うに思う。現在、市内においても国営ほ場整備事業が進められ、農地の整
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備等が進められているが、肝心のその後の農業者の育成と、何を生産して

いくのか指導できる農業者リーダーの育成が大切である。また、旭川市の

ように、農地が点在しているのではなく集積化を図り、生産性の効率化を

高めていく必要がある。今後、日本の農業生産率を高め、自給自足率を高

めていくためにも、国として「夢のある農業、儲かる農業」の推進も重要

である。 

 

〇本市でも地域と行政が連携し、若手経営者の育成や、後継者や就農者指導

者向けの研修を実施して、競争力の高い経営体を育成する事業内容を実施

すべきと考える。また、農産物のインターネット販売支援や、京都府やＪ

Ａ、本市が連携し、積極的に商品開発を補助し、さらに６次産業化の事業

推進に関わるべきと考える。 

 

〇新規就農者の育成・確保のためには、旭川市に習って新たな支援策の構築

が必要である。 

 

 

 

② 北海道旭川市（人口３２６千人、面積７４７．６６K㎡） 

視察項目② 鳥獣被害対策について 

視察の目的 

 

農林水産省がまとめた鳥獣による令和元年度の農作物被害金額は、約１５

８億円で前年度に比べ約２，０００万円増加している。また、主要な鳥獣種

別の被害金額については、シカが約５３億円、イノシシが約４６億円、サル

が約９億円、ヒヨドリが約６億円である。 

本市においても、近年、野生鳥獣による農作物への被害が増加傾向にあり、

背景として、農山村の過疎化や高齢化の進行、耕作放棄地の増加等が考えら

れる。鳥獣被害は、収穫時に被害を受けることによる営農意欲の減退や耕作

放棄地の増加等をもたらし、被害額として数字に表れる以上に農村の暮らし

に深刻な影響を及ぼすため、総合的な鳥獣被害対策を進める必要があるが、

狩猟者の高齢化による減少や捕獲された有害鳥獣の処分についても狩猟者

の負担となっており、今後、捕獲鳥獣の有効活用も含めた検討が必要な状況

となっている。 

旭川市においては、令和４年４月１日に「鳥獣による農林水産業等に係る

被害の防止のための特別措置に関する法律」第４条第１項に基づき、旭川市
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鳥獣被害防止計画（第５次）を策定し、先進的な鳥獣被害対策に取り組んで

いることから、それらの取組を学び、参考とするために視察調査を実施する。 

施策等の概要 旭川市の鳥獣被害対策 

１ 旭川市鳥獣被害防止計画（第５次） 

２ 旭川市鳥獣被害対策実施隊 

３ 鳥獣残滓回収事業 

４ 防護柵の設置等に関する取組 

５ 生息環境管理その他の取組 

６ 処理に関する取組 

７ 食品・ペットフード・皮革としての有効な利用等の取組 

考 察 

 

 

〇猟友会では新人に対して、射撃研修会やエゾシカ捕獲技術講習会を実施

し、箱わなやくくりわな、センサーカメラの購入のための助成をしている。

また、緊急捕獲活動支援として、捕獲活動経費やスノーモービル賃借等が

ある。エゾシカやキツネが主で、エゾシカについては、年３～４回、８０

人規模の巻き狩りによる大規模一斉捕獲を行っている。加入促進や新人研

修会、免許を取るための予備講習を徹底して行っており、狩猟免許を取得

し銃を所持すると、新規のみ上限２万５，０００円の補助がある。このよ

うに、若い人にできるだけ参入してもらえるように取り組んでいる。 

 

〇鳥獣被害対策については、旭川市鳥獣被害防止計画（第５次）に基づき、

旭川市及び旭川営農改善推進協議会（鳥獣対策専門部会）が対応されてい

る。作成は、鳥獣被害防止法に基づき旭川市が作成し、本計画に基づき実

施する被害防止施策については、国費補助事業（鳥獣被害総合対策交付金）

の活用が可能となる。令和４年４月１日に、令和６年度までの被害の軽減

目標値を定め、捕獲体制と捕獲計画を策定している。市費による事業とし

ては、旭川市鳥獣被害総合対策隊（市の非常勤嘱託職員）を中心に、地域

ぐるみの実践的活動を担うことにより、総合かつ、効果的に捕獲事業を推

進していた。鳥獣捕獲活動に対する報酬として、１回３，６１０円、活動

予定回数しては１，３００回とされていた。捕獲された鳥獣の利活用とし

ては、ジビエは少なく、主に個人が自分用に利活用されていて、市内のス

テーションで処分されていた。ヒグマなど生息する個体に本市と違う部分

があるが、センサーカメラをはじめとしたＩＣＴ機器等も活用しながら、

近隣市町村を含む広域での生息調査により、ヒグマの移動経路や定着度合

を把握し、防除地域・排除地域での具体的対策につなげようとしていた。

また、本市でも導入されたドローンによる追い込みも計画されていた。猟

友会員の状況は、６０歳代が一番多く、女性は２０名おられ、会員数は横

ばいの状況である。新人はベテランが指導しているが、市主催の研修会な

どサポートを手厚く行っているとのことであったので、本市においても猟
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友会の人材育成を視野に入れた施策が重要だと考える。 

 

〇旭川市では、本年度「鳥獣被害防止計画（第５次）」を作成し、エゾシカ・

キツネ・ヒグマ・アライグマを対象としている。本市でも同様の「計画」

を作成するべきであると思う。また、平成２６年度から、（一社）猟友会

旭川支部もボランティア精神に委ねた補助金政策から移行し、鳥獣被害防

止特措法に基づく「旭川市鳥獣被害対策実施隊」を結成し、市長が選任し

た隊員（非常勤職員）が中心となって、地域ぐるみの実践活動を担うこと

により、総合的・効果的にエゾシカ・キツネの捕獲事業を推進しているが、

本市でもこうした体制を導入してはどうかと考える。 

 

〇旭川市では、市費により鳥獣捕獲活動に対する報酬と鳥獣残滓収集運搬業

務等が行われており、捕獲者には労務と財政の負担がない。また、猟友会

会員は、市の非常勤委託職員として捕獲・処理・解体等について活動され

ている。国費補助事業の受け皿団体として、国からの補助が出ていると思

われる。 

 

〇旭川市における主な鳥獣被害はエゾシカ・キツネ・アライグマ・ヒグマ等

で、令和２年度の被害金額は１，５７１万円におよび、同年の捕獲頭数は

エゾシカ２２３頭・キツネ１３頭・アライグマ２６９頭となっている。平

成２６年度からは鳥獣被害防止特措法に基づく「旭川市鳥獣被害対策実施

隊」を結成し、市長が選任した猟友会の隊員が非常勤職員となって地域ぐ

るみの捕獲事業を推進している。 

 

〇鳥獣被害対策の支援事業については、鳥獣被害防止特別措置法に基づき、

旭川市鳥獣被害防止計画（現在第５次計画）を策定し、国費補助事業（鳥

獣被害防止総合対策交付金）を活用し、旭川市営農改善推進協議会が対応

している。令和４年度の市債よる事業（田畑を守る鳥獣被害総合対策事業）

は、「旭川市鳥獣被害対策実施隊」を中心に、地域ぐるみの実践的活動を

担うことにより、総合的かつ、効果的に捕獲事業を推進している。旭川市

営農改善推進協議会（鳥獣対策専門部会）による事業の構成員は、旭川市、

市内４つのＪＡ、猟友会の６０歳代が中心であり、営農改善推進協議会予

算のほか、協議会を対象にした国費補助事業（鳥獣被害防止総合対策交付

金）の受け皿団体として、実施隊の活動を支援している。神居地区鳥獣保

護区では、一斉捕獲を８０人規模で年に３～４回実施しており、捕獲１回

で４０～５０頭のエゾシカを捕獲している。 

 

〇旭川市では、毎年、猟友会員が２０人程度減少しているが、新規に２０人



行政視察調査シート 

9 

 

程度増加している。これは、狩猟の魅力もあると思われるが、事業・生業

としての狩猟にも魅力があると感じる若者などが加わっているのではな

いかと感じた。 

 

委員の意見等 〇本市においても、鳥獣対策防止計画を策定すべきではないか。また、旭川

市のように、市やＪＡ、猟友会と協議会を設置し、積極的な連携を図れる

ように取り組むべきであるし、基本的には、森林や里山の管理が重要だと

思う。 

 

〇エゾシカやヒグマという北海道ならではの大型獣の捕獲は、危険を伴うと

思うが、その取組に敬意を表する。「アーバンディア」（市街地に出没す

るエゾシカ）という言葉を初めて知った。 

 

〇本市としては、捕獲活動経費の増額や捕獲後の処分費用の負担等の検討も

含めた対策が必要と考える。また、新規猟銃所持者の推進を図ることも必

要ではないかと考える。 

 

〇亀岡市においても、鳥獣被害は深刻であり、猟友会のメンバーも高齢化し

ており、地域ぐるみの取組も大切になってくる。また、捕獲した鳥獣のジ

ビエ食品への開発や、特産品への開発・研究が望まれる。例えば、イノシ

シやシカ肉の干し肉や燻製品、イノシシの牡丹鍋、鹿肉カレー等の開発を

行い、道の駅やスーパー、直売所で販売したり、ふるさと納税の返礼品と

しても活用できる。実際、南丹市や京丹波町においては製造・販売されて

いる。 

 

〇亀岡市の鳥獣被害の実態把握を行い、京都府や亀岡市、ＪＡ、各地区営農

組合との連携により、一斉に鳥獣捕獲を年数回実施すべきである。また、

旭川市を参考にして、鳥獣被害防止総合対策交付金をできるだけ多く確保

すべきと考える。 

 

〇本市の高齢化している猟友会員の現状を見ると、狩猟に対する新規参加が

ほとんどなく、有害鳥獣駆除という重要な意義があっても、経済的に魅力

を見出せる仕組み作りができていないのではないかと感じる。 
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③ 北海道下川町（人口３千人、面積６４４．２０K㎡） 

視察項目③ 木質バイオマスの取組について 

視察の目的 

 

森林は、国土保全、水源の涵養、地球温暖化防止等の多面的機能を有して

おり、国民生活・国民経済に大いに貢献している。森林の多面的機能は、貨

幣評価できる一部の機能だけでも年間７０兆円となり、森林面積は国土面積

の３分の２、うち約４割を占める人工林は、半数が５０年を超え、本格的な

利用期にきている。 

亀岡市では、面積の約７割を森林が占めているが、木材需要の低迷や集落

人口の減少などから、林業就業者が不足しており、間伐時期にある木材を間

伐し、有効活用できていない現状がある。 

下川町においては、面積の約９割を森林が占めているが、公共施設を中心

に森林バイオマスエネルギーを導入し、また、燃料用チップ製造を行う原料

製造施設を整備し、公共施設の暖房等の熱需要量の内、約６割を木質ボイラ

で賄っていることから、その事例を学び、参考とするため視察調査を行う。 

施策等の概要 下川町の木質バイオマスの取組 

１ 熱供給システムを公共施設や集住化住宅等に導入 

２ 森林環境教育 

３ 森林セルフケア 

４ ＳＤＧｓ推進本部長（内閣総理大臣）賞受賞 

５ 五味温泉への木質バイオマスボイラーの導入 

６ 下川エネルギー供給協同組合 

７ ゼロエミッションの木材加工 

８ ＦＳＣ森林認証 

９ 次世代型「北の森林共生低炭素モデル社会」創造 

考 察 

 

〇下川町は旭川市より北へ約１００ｋｍ、上川郡下川町、人口約３，０００

人の小さな町で、面積は６４，４２０ｈａで亀岡市の約３倍ある。下川町

の森林面積は５万６，８１０ｈａであり、町の面積の９割が森林のため、

林業が盛んに行われている。国のモデル、エネルギー政策・環境政策の一

環として、バイオマスボイラーを導入し、町内の公共施設の約７割でバイ

オマスエネルギーを供給している。森林環境譲与税を全て活用し、林地残

材や開発から出る産業廃棄物木材・間伐材等を使い、温泉施設やビニール

ハウス、住宅等にエネルギーを供給している。チップを燃やした後のバイ

オマスボイラーから出る灰は、融雪剤や肥料にも使っており、しっかり循

環できている。下川町で使用されているバイオマスの一基の値段は、約２
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億４，０００万円で、約５０～６０年使用できる。１台で１，２００ｋｗ

の最大熱量があり、７０％の効率で使用すると１日の運転で２万ｋｗにな

る。パネルヒーターの電気使用量が１日約３６ｋｗであるので、約５５５

軒分となる。令和４年５月現在、亀岡市内では豪雨災害によって土砂崩れ

が多く発生しており、森林整備も約７割以上ができていない。過去に放置

されている切り捨て間伐が多く捨てられており、鳥獣等による被害が深刻

で、いち早く取り除かなければならない。できるだけ早く、本市でも森林

資源を活用し、バイオマス発電を進めながら町づくりをしていく必要があ

ると考える。 

 

〇２０１８年にＳＤＧｓ未来都市に選定されている下川町では、開拓から６

０年間で、人口約１万５，０００人増加し、その後３０年間で約１万人減

少し、北海道１位の人口減少率であった。２００７年下川町自治基本条例

に「持続可能な地域社会を目指す」ことを位置付け、環境モデル都市（経

済×環境）、環境未来都市（経済×環境×社会）と持続可能な地域社会の

実現に取り組んでこられた。町の面積の９割を占める森林面積は、５万６，

８１０ｈａだが、私有林はそのうちの７．０％で、残りは国有林や町有林

であり、本市とは異なる部分があるが、森林資源を余すことなく使う取組、

生産（林業）×加工（林産業）×需要（森林バイオマス産業）の一体化が

みられた。また、人工林を回していく循環型森林経営（伐採→植林→育成

→を繰り返す）ことにより、森林を守り、就労・雇用の確保、地元製材業

者への木材安定供給につなぐ取組がされていた。循環型森林経営では、広

葉樹は製紙用チップや家具等用材に使用し、間伐材等の林地残材等は、破

砕し燃料チップにし、木質バイオマスボイラーで燃焼させて熱供給を町施

設や町営住宅などに供給されていた。また、五味温泉でも木質バイオマス

ボイラーを活用していた。いずれのボイラー施設も、環境保全型地域づく

り推進支援事業や森林整備加速化・森林再生事業などの交付金が充てられ

ていた。燃料用木質原料製造は専用の施設があり、下川町が下川エネルギ

ー供給協同組合に指定管理を行い、年間約２，０００万円の利益は町と組

合で折半していた。チップ加工にはウッドハッカーが使用され、効率的に

製造がなされていた。循環型森林経営と森林バイオマスの活用によりエネ

ルギーの自給がされており、まさに循環型社会が構築されていた。本市に

おいて木質バイオマスを活用したエネルギーを自給するとなると安定し

た間伐材等の供給や、循環型森林経営が課題となる。間伐材や剪定された

木などは、ウッドハッカーを利用し、チップ化し家畜の糞と混ぜ合わせ、

有機堆肥として活用していくことから始められると考える。 

 

〇谷一之町長が「『環境モデル都市』しもかわ」について説明されたが、町
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の意気込み・熱意を感じた。町では、国有林を３,１２３ｈａ取得などし

て町有林管理面積４,４７０ｈａで、持続可能な循環型森林経営に取り組

んでいる。毎年５０ｈａの伐採と植林を６０年間のサイクルで行い、資源

を循環させ、同時に雇用の場の確保と林産物の供給を継続させ、地域経済

への波及と雇用を創出されている。伐採した木材・林地残材等でバイオマ

スボイラーを導入し、公共施設や温泉、町営住宅等の暖房の６０％を木質

バイオマスエネルギーで供給している。本市でも森林資源をどう生かすの

かが大きな課題であると考える。下川町では、地域材の利用拡大のために、

公共建築物の木質化をされているが、本市でも見習うべきであると考え

る。 

 

〇下川町は、町の９割を森林が占め、農業・林業・製材業が基幹産業である。

しかし、木材の輸入自由化や鉱山の閉山、ＪＲ路線廃止等で、昭和３５年

に１万５，０００人をピークに人口が急減し、地域がなくなるとの危機感

から、平成１０年に町民有志による「下川産業クラスター研究会」が立ち

上がり、地域材を活用して新産業創出プロジェクトが動き出した。その一

つに木質バイオマスのエネルギー利用を行った。一方、行政は林野庁の「国

有林野のエネルギー資源検討会」への参加を機に、木質バイオマスのエネ

ルギー利用に関する調査を開始した。その結果、五味温泉の木質バイオマ

スボイラー導入に始まり、町内の木質ボイラー導入が進み、現在は１１基

が３０の公共施設に熱供給しており、町内の全公共施設の熱需要量の７割

が再生可能エネルギーとなっている。熱源のチップは、バイオマス産業都

市の選定を機に施設を強化・拡大し、現在は年間約３，５００トンのチッ

プを製造している。このチップ製造事業は、町営で始まったが、今は地元

企業で設立した「下川エネルギー供給協同組合」が経営・運営を行ってい

る。 

 

〇下川町においては、まず行政において「持続可能な循環型森林経営」の計

画を立て、昭和２８年から町にある国有林を取得していった。平成１５年

には町有林の面積が４，４７０ｈａとなり、町有林における森林バイオマ

スの蓄積が６９万５，０００㎥となる。毎年５０ｈａの植林を行い、６０

年間で３，０００ｈａの人工林ができることになる。森林を継続的に整備

しながら資源を循環させ、地域経済への波及と雇用の創出を図っていっ

た。木質バイオマスの事業については、まず行政がしっかりとプランを立

て、国へ補助金の申請をして、機材の購入や機械の整備を行い、稼働させ

てから、民間企業へ運営を移行させて行った。現在では、公共施設の暖房

の６０％が木質バイオマスの熱供給であり、五味温泉や幼児センター、育

苗施設、役場周辺地域熱供給施設、高齢者複合施設、町営住宅等へも熱供
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給を行っている。平成２９年には１，８２０万円の利益を出しており、協

同組合と町で折半した。 

 

〇下川町は面積の８８％が森林で覆われている。林業と農業が主要産業の人

口３，４００人の町で、持読可能な地域社会を実現するため、循環型経営

と伐採後の木材を無駄なく使う加工システムによる、森林総合産業を発展

させて、森林バイオマスによる熱供給システムを公共施設や集合住宅等に

導入している。化石燃料からの転換により節約できた燃料代を保育料軽減

などの子育て支援策に活用され、森林環境教育や森林セルフケア等のプロ

グラムは、幅広い町民に親しまれている。現在、下川町はＳＤＧｓに沿っ

た２０３０年に向けたビジョンを策定し、２０１７年には活動により第１

回ジャパンＳＤＧｓアワードで、ＳＤＧｓ推進本部長（内閣総理大臣）賞

を受賞している。住民による発案から生まれた木質バイオマスのエネルギ

ーを利用し、平成２５年にバイオマスビレッジを整備して、町営住宅やシ

イタケ栽培施設を整備した。さらに、近隣９施設へ熱供給し、環境未来都

市先導的モデル事業などを活用して地区整備を進めている。また、五味温

泉では平成１７年に木質バイオマスボイラーによる加温を実施して町民

や観光客に還元している。 

 

〇町域面積の９割を占める山林資源を活用した取組が以前からなされてお

り、特に２０１８年にはＳＤＧｓ未来都市にいち早く選定され、持続可能

な地域社会に向けての取組が具体的になされてきている。木質バイオマス

を活用したボイラー施設を設置し、地域の安定したエネルギー供給がなさ

れており、今後、懸念されるエネルギー不足に対して、地域循環型のエネ

ルギー供給ができていることは本市としても見習うべきである。本市に導

入するに当たって大きな障害はないと感じる。 

 

委員の意見等 〇「市域の森林をどう管理するか」「人工林をどう活用するか」が課題とな

るが、下川町のように、循環型森林経営を積極的に行うべきである。以前、

亀岡市都市緑花協会には、剪定した枝等を破砕するウッドハッカーがあっ

たようだが、導入し間伐材をチップ化して活用してはどうかと考える。 

 

〇下川町は、平成２３年１２月に「環境未来都市」に選定されているが、 

この実現のために、全庁一体・地域の組織等が取り組んでおられることが

教訓的である。 

 

〇急激な人口減少などの危機や困難に知恵・工夫・行動で立ち向かい、「森

林資源を余すことなく使う」をキーワードに見事に発展されていることに



行政視察調査シート 

14 

 

感動した。２０１７年第１回ジャパンＳＤＧｓアワードを受賞されたこと

もあり、森林資源を一つも無駄にしないことはすばらしい活動であると感

じた。本市も製材工場の端材や林地の残材等の活用で、環境にやさしい再

生可能エネルギーの生産に向けてできることから進めるべきと考える。 

 

〇亀岡市に木質バイオマスの事業を取り入れようとすると、まず、森林整備

計画から立て直し、木質バイオマス事業計画を立てて、国へ補助金の申請

を行い、機材や機械の整備から行わなければならない。そのためには、有

能なプランナーの確保と、事業のマネジメントを行える人材の確保が不可

欠である。 

 

〇亀岡市の森林荒廃を整備するには、財産区（亀岡市）、個人所有地、亀岡

市森林組合所有地の全ての整備計画を立て、災害対策、森林整備を進める

必要がある。亀岡市森林組合の強化と合わせ、世界に誇れる環境先進都市

を標榜するのであれば、バイオマスエネルギーの産業戦略を整備する必要

があると考える。湯の花温泉の加温設備の充実や太陽光、バイオマス発電

による自然環境にやさしいエネルギーを構築する必要性を感じる。森林整

備や木材加工を通じて自然災害にも強く、鳥獣被害防止にもつながる事業

が推進できるように提言すべきと考える。 

 

〇下川町のような資源循環型・エネルギー循環型の取組を、本市も山林資源

を活用すべく早急に実施すべきである。本市の人工林も伐期に差しかかっ

ており、間伐材も含めて材木として活用できないものについては、設備を

整えてバイオマス資源としての活用が急務であり、冬季の住宅の暖房施設

の設置補助や農業用ハウス等への加温施設設置補助により、容易に消費環

境が整うと考えられる。また、ここで生産されたバイオマスを堆肥生産に

活用することも可能であると考える。 

 

 


